
【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019年12月４日

【発行者名】 ＳＢＩアセットマネジメント株式会社

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　梅本　賢一

【本店の所在の場所】 東京都港区六本木一丁目６番１号

【事務連絡者氏名】 中村　慎吾

【電話番号】 03-6229-0170

【届出の対象とした募集内国投資信託受益

証券に係るファンドの名称】

ニッポン創業者株式ファンド

【届出の対象とした募集内国投資信託受益

証券の金額】

継続募集額　上限1,000億円

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2019年９月４日付にて提出いたしました有価証券届出書（2019年10月29日付をもって提出した有価証券届

出書の訂正届出書により訂正済み。以下「原届出書」といいます。）の記載事項の一部に訂正を行うた

め、本訂正届出書を提出するものであります。

繰上償還決定に伴う訂正を行います。

２【訂正箇所及び訂正事項】

下線部　　　が訂正箇所です。

原届出書については、それぞれ下記の内容に訂正されます。
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第一部【証券情報】

(7)【申込期間】

＜訂正前＞

2019年9月5日（木曜日)より2020年3月4日（水曜日)まで

なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。

＜訂正後＞

2019年9月5日（木曜日)より2019年12月4日（水曜日)まで
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(12)【その他】

＜訂正前＞

（略）

（参考）

投資信託振替制度とはファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて

管理するものです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振

替口座簿」といいます。）への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されま

せん。
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＜訂正後＞

（略）

（参考）

投資信託振替制度とはファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて

管理するものです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振

替口座簿」といいます。）への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されま

せん。
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第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

(2)【ファンドの沿革】

＜訂正前＞

　　　2013年６月７日 信託契約締結、ファンドの設定・運用開始

＜訂正後＞

　　　2013年６月７日 信託契約締結、ファンドの設定・運用開始

　　　2019年12月17日 信託終了（繰上償還）（予定）
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第２【管理及び運営】

３【資産管理等の概要】

(3)【信託期間】

＜訂正前＞

本ファンドの信託期間は2013年6月7日から開始し、原則として無期限です。

ただし、後記の「（5）その他」の規定等によりファンドを償還させることがあります。

＜訂正後＞

本ファンドの信託期間は2013年6月7日から2019年12月17日までとします。

※本ファンドは、繰上償還により2019年12月17日をもって信託期間が終了いたします。
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